
１．自然（的）環境の保全・整備
（１）自然環境の保全・再生
（自然環境保全地域等や自然公園地域等の指定状況）
　首都圏の国立公園・国定公園・都県立自然
公園を合わせた自然公園の面積は、日光国立
公園のある栃木県、秩父多摩甲斐国立公園の
ある埼玉県、富士箱根伊豆国立公園のある山
梨県で大きく、各都県面積に占める割合は、
東京都が約36％と最も高くなっている（図表
2-5-1）。
　また、大規模な高山植生や優れた天然林等
を指定対象とする自然環境保全地域の面積
は、神奈川県自然環境保全地域が約11,236ヘ
クタール（令和３（2021）年３月末時点）と最
も大きい状況となっている。

（２）緑地の保全・創出
①都市公園の整備及び緑地保全の状況
　都市公園の整備や都市緑地法（昭和48年法律第72号）に基づく特別緑地保全地区等の指定、
生産緑地法（昭和49年法律第68号）に基づく生産緑地地区の指定等により、都市における緑地
の保全や緑化が総合的に推進されている。
　首都圏の令和元（2019）年度末の都市公園の整備量は、平成21（2009）年度末と比較し、面積は
約26,807ヘクタールから約29,471ヘクタールと約2,664ヘクタール（約10％）増加、箇所数は
30,062箇所から34,699箇所と4,637箇所（約15％）増加している。また、首都圏一人当たり都市
公園面積は、約6.7㎡/人となっている（図表2-5-2）。
　しかし、欧米諸国の主要都市と比べると首都圏における都市公園の整備水準は依然として低
く、防災、地域活性化等の社会的要請に応えるため、引き続き都市公園の整備が推進されている。

図表2-5-1 首都圏の自然公園都県別面積
（令和２（2020）年３月末時点）

資料：�「自然保護各種データ一覧」（環境省）を基に国土交通省都市
局作成
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②市民農園の開設
　市民農園は、市民の自然とのふれあいの場、都市住民のレクリエーション活動としての作物
栽培の場や都市住民と農村住民との交流の機会を提供するとともに、貴重な自然としての農地
の保全・活用に寄与している。
　首都圏の市民農園整備促進法に基づき開設された市民農園面積は概ね横ばいとなっており、
都県別に令和元（2019）年度末の整備状況を見ると、面積では埼玉県が約33ヘクタール、農園数
では神奈川県が37件と、首都圏内で最も大きくなっている（図表2-5-3、図表2-5-4）。

③グリーンインフラの推進
　グリーンインフラとは、社会資本整備や土地利用等のハード・ソフト面において、自然環境
が有する多様な機能を活用し、持続可能な国土・都市・地域づくりを進める取組である。国土
交通省は、令和元（2019）年７月に「グリーンインフラ推進戦略」を公表し、グリーンインフラ
推進のための支援の充実等に取り組んでいる。
　令和２（2020）年度は、グリーンインフラの基本構想の策定等や専門家派遣等の支援を行う「先

図表2-5-2 首都圏等の一人当たり都市公園面積

注１：平成21（2009）年度の首都圏政令市には、政令市移行（平成22（2010）年４月）前の相模原市を含まない。
注２：首都圏政令市には、東京都特別区を含む。
資料：「都市公園データベース」（国土交通省）を基に国土交通省都市局作成
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図表2-5-3 首都圏等の市民農園の面積推移
（各年３月末時点）

資料：�「都市緑地の保全及び緑化の推進に関する施策の実績調査」（国
土交通省）を基に国土交通省都市局作成
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図表2-5-4 首都圏の市民農園面積と農園数
（令和２（2020）年３月末時点）

資料：�「都市緑地の保全及び緑化の推進に関する施策の実績調査」（国
土交通省）を基に国土交通省都市局作成
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導的グリーンインフラ形成支援事業」が創設され、首都圏では、東京都多摩市聖蹟桜ヶ丘駅北側
エリアにおける「雨水の貯留・浸透や屋外空間を生かした防災・減災、気候変動等への対応」が
事業採択されている。このほか、同年度にはグリーンインフラに関する優れた取組を表彰する「グ
リーンインフラ大賞」が創設され、首都圏では14件が優秀賞（うち３件が国土交通大臣賞）となった。

（３）水環境・水循環の保全・回復
①河川、湖沼等の水質改善
　首都圏の令和元（2019）年度の水質状況は、河川におけるBOD1）の環境基準達成率2）が首都圏
全体で90.6％となっており、全国の94.1％と比較して低い状況である3）。また、首都圏の湖沼に
おいても、COD4）の環境基準達成率が43.9％3）となっており、全国の50.0％と比較して依然低い
状況にある。指定湖沼5）は、手賀沼（千葉県）で平成７（1995）年度から水質の改善がみられる
ものの、霞ヶ浦（茨城県）や印旛沼（千葉県）を含め、いまだに全ての測定地点で環境基準を
達成していない状況であり、近年ではCOD値はほぼ横ばいとなっている。（図表2-5-5）。
　国及び地方公共団体は、引き続き河川環境の整備や下水道の整備等による水質改善対策を実
施し、河川や湖沼等の水質改善を推進している。

②東京湾再生に向けた取組
　関係省庁及び９都県市が設置した東京湾再生推進会議では、「東京湾再生のための行動計画」
に基づき、陸域汚濁負荷の削減、海域環境改善対策、モニタリング等の総合的な施策を推進し
ている。平成25（2013）年５月にそれまで10年間の取組の評価と、平成25（2013）年度からの10年
間を計画期間とする第二期計画の策定を行い、新たな目標として「快適に水遊びができ、「江
戸前」を始め多くの生物が生息する、親しみやすく美しい「海」を取り戻し、首都圏にふさわ
しい「東京湾」を創出する。」と掲げている（図表2-5-6）。
　第二期計画では、これまでの取組を引き続き粘り強く進めていくことに加え、多様な関係者の参画

図表2-5-5 首都圏等の指定湖沼の水質状況（COD年間平均値）

資料：「令和元年度公共用水域水質測定結果」（環境省）を基に国土交通省都市局作成
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汚濁指標の１つ。数値が低い程、水質が良好であることを示す。

2）�環境基準達成率：各水域に指定されている環境の基準が達成されている水域の割合
3）�「令和元年度公共用水域水質測定結果」（環境省）により、国土交通省都市局算出
4）�COD（化学的酸素要求量）：水中の有機物を酸化剤によって酸化する際に消費された酸化剤の量を酸素に換算した
値。湖沼及び海域の水質汚濁指標の１つ。数値が低い程、水質が良好であることを示す。

5）�指定湖沼：湖沼水質保全特別措置法（昭和59年法律第61号）に基づき、環境基準が達成されていない又は達成され
ないこととなるおそれが高い湖沼であって、水質保全施策を総合的に講ずる必要がある湖沼について指定
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による議論や行動の活発化・多様化を図るための体制を構築することが位置付けられ、平成25（2013）
年11月に多様な主体で構成される「東京湾再生官民連携フォーラム」が設置された（図表2-5-7）。

図表2-5-6 「東京湾再生のための行動計画（第二期）」の全体目標と目標達成のための施策

資料：国土交通省

図表2-5-7 東京湾再生官民連携フォーラムの組織構成

資料：東京湾再生官民連携フォーラム事務局提供
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　平成26（2014）年11月に同フォーラムは、東京湾再生推進会議への初の政策提案となる「新た
な指標に関する提案」とその解説書を提出し、同提案を基に東京湾再生推進会議では、平成27
（2015）年５月に第二期計画の新たな評価指標として水質や生物の生息環境に関する28項目を決
定した。
　令和２（2020）年７月には、平成25（2013）年度から30（2018）年度までの６年間で実施した第二
期計画に位置付けられた施策と28項目の評価指標について評価、分析を行い、第二期計画の第
２回の中間評価が取りまとめられた。評価においては、多くの政策が着実に実施され、一部水
質指標について一定の改善がみられたものの、東京湾全体の水質改善に向けては目標の達成に
至っていない状況であるとされた。東京湾の再生は長期的な展望が不可欠であることを念頭に、
今後も各関係主体が連携し、着実な取組を進めていくことが必要である。

２．環境負荷の低減
（１）温室効果ガスの削減
　令和２（2020）年12月25日に取りまとめられた「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン
成長戦略」において、令和32（2050）年までに、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにするこ
と（2050年カーボンニュートラル）を目指し、洋上風力産業、水素産業、自動車・蓄電池産業
など成長が期待される14分野の産業について、高い目標と、それを実現するための方策や道筋
等を示した実行計画を策定した。
　これまでも、地球温暖化対策の推進に関する法律（平成10年法律第117号）に基づき、地域
住民や事業者の取組を定める「地方公共団体実行計画（区域施策編）」の策定が進められており、
東京都と神奈川県では、全国平均を上回り、５割を超える策定率（令和元（2019）年度末時点）
となっている（図表2-5-8）。また、平成30（2018）年度の東京都の温室効果ガス排出量（速報値）
は、6,393万t-CO2であり、前年度比1.4％の減少となっている（図表2-5-9）。

資料：�「地方公共団体実行計画策定・実施支援サイト」（環境省）を
基に国土交通省都市局作成
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都県別地球温暖化対策実行計画
（区域施策編）の策定状況
（令和２（2020）年３月末時点）

図表2-5-9 東京都の温室効果ガス排出量の
推移

資料：�「都における最終エネルギー消費及び温室効果ガス排出量総合調
査（2018年度速報値）」（東京都）を元に国土交通省都市局作成
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（２）エネルギーの消費動向と対策
（エネルギー消費の状況）
　首都圏における最終エネルギー消費量は、全国の約３割を占めており、平成19（2007）年度以
降は漸減傾向で推移し、平成30（2018）年度には約3,950PJ（ペタジュール）となっている（図表
2-5-10）。また、首都圏の約６割を近隣３県が占めており、全国都道府県別の順位を見ると、
千葉県が第１位（1,269PJ）、神奈川県が第２位（896PJ）となっている（図表2-5-11）。

（再生可能エネルギーの導入）
　平成24（2012）年の固定価格買取制度の開始以降、再生可能エネルギーの導入拡大が進んでお
り、首都圏における認定容量は、令和２（2020）年３月末時点で22,428千キロワットに達してい
る（図表2-5-12）。また、首都圏の再生可能エネルギー発電量シェアは、太陽光発電が最も高く、
次いでバイオマス発電が高くなっている（図表2-5-13）。

注１：�平成30（2018）年度は暫定値
注２：�近畿圏は滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県であり、中部圏は長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県である。
資料：�ともに「都道府県別エネルギー消費統計調査」（資源エネルギー庁）を基に国土交通省都市局作成

図表2-5-11 首都圏の最終エネルギー消費量
（直接利用分合計）の推移
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図表2-5-10
最終エネルギー消費量（直接利
用分合計）の対全国シェア
（Ｈ30（2018）年度）

首都圏
31.8％

中部圏
13.6％

地方圏
41.6％

近畿圏
13.0％

注１：�「新規認定分」とは固定価格買取制度開始後に新たに認定を
受けた設備

注２：�「移行認定分」とは、電気事業者による再生可能エネルギー
電気の調達に関する特別措置法（以下「法」という。）施行
規則第2条に規定されている、法の施行の日において既に発
電を開始していた設備、又は法附則第6条第1項に定める特
例太陽光発電設備（太陽光発電の余剰電力買取制度の下で
買取対象となっていた設備）であって、固定価格買取制度
開始後に当該制度へ移行した設備

資料：�「固定価格買取制度情報公開用ウェブサイト」（資源エネル
ギー庁）を基に国土交通省都市局作成

認定容量（千kW）

新規認定分 移行認定分 計

太陽光発電設備 19,000 1,239 20,239

風力発電設備 300 157 457

水力発電設備 191 28 219

地熱発電設備 4 0 4

バイオマス発電設備 1,118 391 1,509

合計 20,613 1,815 22,428

図表2-5-12 首都圏における再生可能エネルギー発電設備の認定状況（令和２（2020）年３月末時点）
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　首都圏では、川崎キングスカイフロント東急REIホテルが再生可能エネルギーの導入に取り
組んでおり、「世界初の水素ホテル」として、水素による発電・給湯を行うほか、令和２（2020）
年４月には、ホテルで排出した食品廃棄物を燃料とする発電を開始した。これにより、ホテル
内で使用する全ての電力が環境に配慮したものとなっている（図表2-5-14）。

（家庭における省エネルギー対策）
　首都圏の平成30（2018）年度における最終エネルギー消費量のうち15.0％に当たる594PJは家
庭部門が占めており、家庭における省エネルギー対策の一層の推進が求められている。家庭用
省エネルギー機器の普及・導入が進んでおり、ヒートポンプ技術を活用し空気の熱でお湯を沸
かすことができる「家庭用自然冷媒ヒートポンプ給湯機（エコキュート6））」の累計出荷台数は、
令和２（2020）年６月に全国で約703万台7）に達した。

図表2-5-13 首都圏等の再生可能エネルギー発電量シェア（令和元（2019）年度）

注１：�バイオマス発電または廃棄物発電は、専ら又は主として使用する燃料がバイオマス又は廃棄物の場合に、火力発電所の電力量のうち、
バイオマス及び廃棄物に係る電力量として再掲載した値

注２：�全国及び首都圏の発電量は、バイオマス発電、太陽光発電、廃棄物発電、風力発電、地熱発電の発電量の合計
注３：�電力調査統計は、電気事業者からの報告をもとに作成している統計表であるため、電気事業者ではない事業者の発電所は含まれない。
資料：�「電力調査統計」（資源エネルギー庁）を基に国土交通省都市局作成

4.74.714.914.9

3.73.7

9.09.0

18.018.0

31.431.4

39.939.9

40.040.0

38.438.4

0 80604020 100

首都圏計
6,346

全国
42,043

（％）

（百万kwh）

バイオマスバイオマス 太陽光 廃棄物 風力 地熱

図表2-5-14 川崎キングスカイフロント東急REIホテルにおける食品廃棄物による発電の取組

資料：川崎キングスカイフロント東急REIホテル提供

6）�エコキュート：電力会社・給湯機メーカーが使用している自然冷媒CO２ヒートポンプ式給湯機の愛称
7）�「家庭用自然冷媒ヒートポンプ給湯機“エコキュート”の累計出荷台数700万台突破について」（一般社団法人日本冷
凍空調工業会�ウェブサイト）
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第５節　環境との共生

　また、都市ガス、LPガス等のエネルギーから水素を取り出し、自宅に設置した燃料電池で
発電し、その時に生じる排熱によりお湯をつくり出す「家庭用燃料電池コージェネレーション
システム（エネファーム）」の導入が平成21（2009）年から本格的に始まり、令和２（2020）年３
月末までに首都圏で約13.8万台が導入されている。

（３）交通分野における環境負荷低減
　我が国の二酸化炭素総排出量のうち約２割
が運輸部門からであり、そのうち約９割が自
動車から排出されている。
　首都圏では、次世代車8）の保有台数は年々
増加を続けている（図表2-5-15）。また、電
気自動車のための充電施設のほか、利用時に
CO2を排出しないことから、環境負荷低減効
果が期待されている燃料電池自動車のための
充填施設の整備も進められている。首都圏に
おける充電施設数は、4,395箇所（令和３
（2021）年２月19日時点）、水素充填施設数は
53箇所（令和３（2021）年２月末日時点）であ
り、充電施設、水素充填施設ともに東京都と
近隣３県の設置数が多くなっている（図表2-5-16）。

図表2-5-15 首都圏の次世代車の保有台数と
割合

注　：保有台数は各年度末時点
資料：�「自動車保有車両数」（（一般財団法人）自動車検査登録情報協

会）を基に国土交通省都市局作成
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H26
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次世代車の保有台数割合（右目盛）
首都圏の自動車保有台数 うち次世代車の保有台数

注　：�充電施設数は令和３（2021）年２月19日時点、水素充填施設数は令和３（2021）年２月末日時点
資料：�充電施設は「充電施設位置情報データ」（一般社団法人CHAdeMO協議会）、水素充填施設は「FVC・水素ステーション事業の現状に

ついて」（資源エネルギー庁）を基に国土交通省都市局作成

充電施設 水素充填施設

茨城県
465
11％ 栃木県

373
8％
群馬県
420
9％

埼玉県
644
15％千葉県

715
16％

神奈川県
871
20％

山梨県
223
5％

山梨県
1
2％

茨城県
1
2％栃木県

1
2％
群馬県
1
2％

東京都
684
16％

埼玉県
10
19％

千葉県
4
7％

神奈川県
14
26％

東京都
21
40％

図表2-5-16 首都圏における充電施設・水素充填施設のシェア

8）�次世代車：電気自動車、ハイブリッド自動車、プラグインハイブリッド自動車、CNG（圧縮天然ガス）自動車等
をいう。ただし、軽自動車を除く。

第
２
章

首
都
圏
整
備
の
状
況

118


	令和2年度首都圏整備に関する年次報告（本文）_print0603.pdfから挿入したしおり
	目次
	第１章　首都圏をめぐる最近の動向～首都圏が向き合う多様なリスクへの対応と活力ある社会の構築～
	第1節　新型感染症の感染拡大への対応
	１．首都圏における新型感染症の感染拡大
	２．新型感染症対策と社会経済活動との両立のための取組

	第2節　新型感染症の感染拡大を契機とした変化
	１．都市における生活・行動の変化
	２．テレワークの拡大に伴うワーケーションの意向等
	３．テレワークの拡大に伴う移住の意向等

	第3節　ハード・ソフト一体となった防災・減災対策による安全・安心の確保
	１．首都圏における自然災害のリスク
	２．災害リスクに備えたインフラの機能強化
	３．災害リスクを考慮したまちづくり
	４．被害の低減に資する避難行動支援


	第２章　首都圏整備の状況
	第1節　人口・居住環境・産業機能の状況
	１．人口の状況
	２．居住環境の状況
	３．産業機能の状況
	４．女性・高齢者等の社会への参加可能性を開花させる環境づくり

	第2節　確固たる安全、安心の実現に向けた基礎的防災力の強化
	１．巨大地震対策
	２．治山・治水事業等による水害対策等

	第3節　面的な対流を創出する社会システムの質の向上
	１．社会資本の整備
	２．農山漁村の活性化
	３．中枢中核都市の機能強化・わくわく地方生活の実現を通じた地方創生の動向

	第4節　国際競争力の強化
	１．国際的な港湾・空港機能の強化等
	２．スーパー・メガリージョンの形成
	３．洗練された首都圏の構築
	４．都市再生施策等の進捗状況

	第5節　環境との共生
	１．自然（的）環境の保全・整備
	２．環境負荷の低減

	第6節　首都圏整備の推進
	１．首都圏整備制度
	２．国土形成計画
	３．東京一極集中の是正と東京圏の位置付け
	４．大深度地下の適正かつ合理的な利用の推進
	５．筑波研究学園都市の整備
	６．国会等の移転に関する検討
	７．国の行政機関等の移転


	資料編　首都圏整備に関する各種データ


